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第７４５回教育委員会会議録 

 平成２６年４月２１日、御殿場市教育委員会４月定例会を御殿場市役所第５会

議室に招集する。 

 

１．出席した委員 

２番委員 小見山 司 朗 ３番委員 福 島  東 

４番委員 勝 又 將 雄 ５番委員 岩 瀬 こずえ  

２．番外に出席した者 

教育部長            教育総務課長     

学校教育課長          社会教育課長   

学校給食課長          学校教育課課長補佐  

教育委員会事務局職員 教育総務課副参事  

教育総務課主幹    

教育委員長 

職務代理者 

ご苦労さまでございます。教育委員長におきましては、3月臨

時会におきまして辞任する方向で承認されましたので、当分の

間私が、臨時に委員長の職務を代理させていただきます。本日

は、教育委員長以外全員の委員が出席しているため、「地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項」により、委

員会は成立いたします。 

教育委員長 

職務代理者 

ただ今から、御殿場市教育委員会４月定例会を開会いたしま

す。 

                  開 会 午後１時００分 

教育委員長 

職務代理者 

本日の委員会は、お手元に配布しております日程により進行い

たしますのでご了承願います。 

教育委員長 

職務代理者 

それでは会議録署名人の指名を行います。 

委員長の指名により決定することにご異議ございませんか。 

 （異 議 な し）  

教育委員長 

職務代理者 

ご異議がないようですので、こちらから指名いたします。 

３番福島委員と４番勝又委員にお願いいたします。 

次に会期でありますが、本日１日間といたします。 

教育委員長 

職務代理者 

なお、定例会終了後、委員会協議会を開催いたしますので、

よろしくお願いします。 

初めに当局から一言お願いします。 

教育部長 本日は、ご苦労様です。今年度初めての定例会となります。教

育施策をはじめ、３件の議案となっております。慎重なご審議よ

ろしくお願いします。 
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教育委員長 

職務代理者 

それでは、議事に入ります。最初に御教議第１７号「平成２６

年度教育施策について」を議題といたします。 

教育部長 （議案書朗読・基本方針・重点施策 教育部長、内容説明 各課

長） 

資料３ページをご覧ください。平成２６年度御殿場市教育施策

の基本方針の概要について説明申し上げます。この方針は御殿場

市の第３次総合計画を基に静岡県の教育振興計画に沿って作ら

れたものです。平成２６年度御殿場市教育施策は、個人として自

立し、他者のため、社会のために行動できる人づくりを目指しま

す。 

 生涯学習社会にあって、学校・家庭・地域社会がそれぞれの機

能と役割を効果的に発揮できるような教育施策を推進します。特

に将来の御殿場市を支える人材を育成するために、学校教育にお

いては、「豊かな感性 確かな知性 健やかな心身の育成」に努

め、そのためには、「魅力ある学びづくり」「学びの見通しを活か

した幼・小・中連携・一貫教育」「子どものニーズに応じた特別

支援教育の充実」「人間力・社会力を育てる心の教育の推進」を

重点目標に教育活動を展開していきます。 

 下段に、重点施策を６項目定めています。 

１ 心の教育を基本に、「学ぶ意欲」を基盤に据えた確かな学

力の定着を図り、「こころざし」を育む魅力ある教育を推進

する。特に人間力と社会力の育成に力点を置いて進める。 

２ 生涯学習環境の充実と豊かな人づくり、地域づくりを進める

とともに、心豊かな青少年の育成を図る。 

昨年は「富士山の世界文化遺産登録活動推進」を挙げさせていた 

だきましたが、文化遺産登録されましたので、 

３ 国・県・市指定文化財などの保護と公開・活用を促進すると

ともに、世界文化遺産富士山の保全が確固たるものとなるよ

う県や環富士山の市町と広域的な連携を図るとともに、情報

発信を推進する。 

とさせていただきました。 

４ あらゆる種類の知識や情報を利用者が入手できるように「図

書館の自由に関する宣言」と「ユネスコ公共図書館宣言1994」

を尊重して読書の普及や自発的な学習活動の支援をする。 

５ 健康教育にふさわしい楽しい食習慣の育成と推進を図る。 

６ 多様化する教育環境に対応した施設・設備の総合的な整備推

進と活用を図る。 
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学校教育課長 重点施策、主要施策、事業内容の説明 

第１の「心の教育を基本に、『こころざし』を育む魅力ある教

育の推進」の説明。この中で①魅力ある学びづくりの推進、②幼・

小・中連携・一貫教育の推進、③特別支援教育の充実④心の教育

の推進外説明。 

社会教育課長 重点施策、主要施策、事業内容の説明 

第２の「生涯学習環境の充実と豊かな人づくり、地域づくりの

推進」の説明。この中で①生涯学習の推進、②家庭教育力の向上、

③人づくり・地域づくり活動の充実、④青少年の育成外説明。 

第３の「文化財の保護と活用」の説明。この中で、①文化財の

保護・継承・保存とその活用、②世界文化遺産富士山の保全外説

明。 

第４の「読書の普及や自発的な学習活動の支援」の説明。この

中で①読書の推進、②自発的な学習活動の支援、③調査研究事業 

④施設整備事業外説明。 

学校給食課長 重点施策、主要施策、事業内容の説明 

第５の「健康教育にふさわしい楽しい食習慣の育成と推進」の 

説明。①望ましい日常の食生活習慣の育成、②学校給食設備の充

実と合理的な運営、③衛生思想の普及と作業安全の確立、④ごみ

減量化対策外説明。 

教育総務課長 
重点施策、主要施策、事業内容の説明 

第６の「多様化する教育環境に対応した施設・設備の総合的な

整備と活用」の説明。①施設・設備の整備、②教育機器の充実外

説明。 

教育委員長 

職務代理者 

ただ今御教議第１７号について内容説明がなされましたが、本

案について質疑を求めます。 

教育委員長 

職務代理者 

学校教育課では３つほど新しい事業がありますが、社会教育課

では科学の祭典は今年はありますか。 

社会教育課長 ありません。 

教育委員長 

職務代理者 

重点施策の１の中で、昨年は「人間性と社会性の育成」でした

が、今年は「人間力と社会力の育成」になっています。どのよう

に違いますか。 

学校教育課長 人間性と社会性と言う場合には、その人の性格的部分が大きい

と考えました。育てると考えた場合には、力という表現のほうが

よいと捉え、今回は人間力と社会力という表現とさせていただき

ました。 

教育委員長 人間力、社会力という表現のほうが、訴求力がありよいと思い
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職務代理者 ます。 

学校教育課長 社会力という言葉は、今教育界では認識されています。はっき

り社会力の育成が言われています。 

教育委員長 

職務代理者 

人間性というと、人間性とか動物性とか基本的なことになって

しまうので、力のほうが訴求力がありますね。 

教育委員 国の行う学力テストについて、県では短期間で成果を出すと言

っていますが、市は学力テストへの取り組みを重点施策に載せな

いのですか。話題になっているのに施策に載せないと、表面上に

表れない。やっている方は承知していても、対市民的にどうなの

でしょうか。 

学校教育課長 まず、姿勢として人間力、社会力の上にのっとった学力である

と考えます。点数だけの学力のみに煽られない、という気持ちを

強く持っています。事業改善に重点をおいた、教育指導センター

の円滑な運営、指導主事の指導・支援による校内研修の活性化を

事業として挙げさせていただきました。勿論、去年から学力テス

ト分析委員会を設置して、分析・対策は行っている状況です。施

策として学力テストを事業に挙げると、施策の評価も学力テスト

が何点上がったのか、という評価になってしまいます。重点施策

で、人間力と社会力の育成と謳っているのにそぐわないのではな

いかと考えます。 

教育委員 理想は解りますが、対市民的にはどうですか。中学以上をみる

と平均点以上いっているので長期的に見ればよいが、短期的に見

た場合、また県教育委員会の方針を見たとき市民的に理解しても

らえるでしょうか。県教育委員会があれほど強い口調で言ってい

るのに、市は具体的施策を盛り込まなくてよいのでしょうか。教

育施策にのせないとしても、対市民向けに具体的対応を広報紙に

載せるなど必要なのでは。 

将来的に学力テストの結果を公表するかどうかの権限も、国は

市町村へ投げていますね。 

学校教育課長 公表については、駿東地区の他市町と考えを揃えていきたい。ま

た、次回定例教育員会や協議会で検討頂きたいと思います。 

教育委員 以前いただいた資料のなかで、市議会議員の土屋議員からの質

問に対し、その答弁で部長から「市長の施政方針に合わせて教育

施策をやっていく」という話がありました。市長の施策方針の前

に教育施策を検討したらどうでしょうか。昨年４月の定例教育委

員会でも、教育委員長から３月に検討したらどうかと提案があり

ました。ただ単に意見を言って終わりでなく、もう少し具体的に

行ったらどうか、要望します。 



5 

 

教育部長 施政方針については、教育委員会で案を作成して、市長部局と

協議しています。案の段階でできないか、検討していきたい。 

教育委員長 

職務代理者 

今の土屋議員からの質問については、協議会の資料にあります

ね。 

学力調査が明日２２日に行われるようですが、今年からは６月

頃を目途に事前に学校で採点して、国の方で集計したものは８月

に発表になるということです。一番心配しているのは学校の先生

かと思いますが、委員会のほうでも注意深く見守っていきたいと

思います。 

教育委員長 

職務代理者 

他に質疑もないようですので、本案を承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 

職務代理者 

ご異議がないようですので、御教議第１７号「平成２６年度教

育施策について」は、原案どおり承認することに決しました。 

教育委員長 

職務代理者 

次に、御教議第１８号「御殿場市社会教育委員の委嘱について」

を議題といたします。 

社会教育課長 ただいま議題となりました、御教議第１８号につきまして内容

をご説明申し上げます。 

（議案書朗読） 

社会教育委員は御殿場市社会教育委員に関する条例に基づき

設置しているものでございます。現在の人数は１４人、任期は平

成２５年４月１日から平成２７年３月３１日の２年間となって

おります。この度学校推薦委員１名の交代がありましたので、後

任委員への委嘱任命の承認をお願いします。後任委員は、名簿３

番  小中学校長会からの推薦による  富士岡小学校長  瀬戸亮

策先生です。なお、前任者は玉穂小学校の芹澤文夫校長先生でし

た。 

教育委員長 

職務代理者 

ただ今、御教議第１８号について内容説明がなされましたが、

本案について質疑を求めます。 

教育委員長 

職務代理者 

年齢制限はありますか。 

社会教育課長 規定上はありません。 

教育委員長 

職務代理者 

男女構成の制限はありますか。 

社会教育課長 極力女性比率を高めるを多くしていきたいということがあり

まして、若干女性が多くなっておりますが、規定はありません。 

教育委員長 

職務代理者 

これは実際誰が推薦をするのですか。長い方は、２期、３期や

られているようですが。 
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社会教育課長 家庭教育学級の推薦、高等学校の推薦、社会教育課関連団体等

の推薦です。 

教育委員長 

職務代理者 

他に質疑もないようですので、本案を原案どおり承認すること

にご異議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 

職務代理者 

ご異議がないようですので、御教議第１８号「御殿場市社会

教育委員の委嘱について」を原案どおり承認することに決しま

した。 

教育委員長 

職務代理者 

次に、御教議第１９号「平成２６年度就学援助について」を議

題とします。 

本案については、秘密会といたしますので、関係者以外は退席

願います。 

（関係者以外退席） 

（秘密会） 

学校教育課長 ただいま議題となりました、御教議第１９号につきまして、内

容説明をいたします。 

 お手元の平成２６年４月定例会議案書、７ページをお開き願い

ます。 

 最初に議案の朗読をいたします。 

（議案朗読） 

今回、認定のご審議をお願いしますのは、平成２６年度就学援

助の申し出がありました１３人で、このうち、小学校新１年生で

兄・姉が認定済みになっているもの９人と、新規が４人でありま

す。また、再審査１人であります。 

具体的な内容につきましては、後ほど担当者から説明させます

が、認定理由は、準要保護で児童扶養手当を受給している世帯の

者１０人、保護者の職業が不安定な世帯の者３人となっておりま

す。再審査については、平成２６年３月の定例教育委員会で継続

認定された者から確定申告後の収入書類が提出されたため、認定

の可否について改めて審査いただくものです。 

提案にあたりましては、学校教育法、就学援助法、御殿場市認

定要領、その他関係法令に基づいておりますので、よろしく御審

議のほど、お願い申し上げます。 

学校教育課 

課長補佐 

それでは、内容について、私の方からご説明申し上げます。 

 最初に、お手元に配布いたしました資料について、簡単に説明  

させていただきます。 

 １ページと２ページは、この４月から小学校新１年生になった

児童で、兄・姉が３月の教育委員会において、既に認定されてい

る児童・生徒の調書でございます。 
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 ３ページから１１ページまでは、保護者より学校に提出されま

した就学援助費申出書の写しで、両面印刷となっております。 

 １３ページは、今回、学校から新たに提出されました新規申請

分の調書、１５ページから２２ページまでが、申出書と所得関係

等資料でいずれも両面印刷、２３ページに、新規申請分の生活保

護費計算書を添付してございます。 

２５ページから３０ページには、再審査いただく方の資料とな

っております。 

よろしいでしょうか。 

「よろしい」との声あり。 

 それでは、まず、１ページと２ページの小学校新１年生で、   

兄・姉が認定済になっている児童の調書を、ご用意願います。 

 全部で９人おりますが、説明につきましては、兄・姉が３月に  

認定済でありますので、名前の関係のみとさせていただきます。 

 また、添付資料も、先ほどご説明いたしましたとおり、申出書

のみとさせていただいておりますので、ご了承願います。 

 説明項目は、 

１ № 

２ 学校名・学年・氏名 

３ 保護者名 

４ 兄・姉の認定状況 

となります。 

それでは、№１から、順次、ご説明申し上げます。 

（内容説明） 

教育委員長 

職務代理者 

ただ今、御教議第１９号について内容説明がなされましたが、

本案について質疑を求めます。 

（質 疑） 

教育委員長 

職務代理者 

質疑もないようですので、本案について遡って承認することに

ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 

職務代理者 

ご異議がないようですので、御教議第１９号「平成２６年度就

学援助について」は遡って承認することに決しました。 

教育委員長 

職務代理者 

それでは、秘密会を解き会議を続行いたします。 

（秘密会を解く） 

教育委員長 

職務代理者 

他に何かございますか。 

教育委員長 
他にないようですので、以上をもちまして御殿場市教育委員会 
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職務代理者 
４月定例会を閉会といたします。 

                   午後１時４０分閉会 

 

会議録署名人  

 

上記のとおり相違ないことを証明するため署名する。 

 

           ３番委員                

           ４番委員                 

 

 


